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交
付
式
で
は
、
蛯
名
平
一
郎
教
育

長
が
学
校
教
育
支
援
員
十
人
に
対
し

て
委
嘱
状
を
交
付
し
た
あ
と

｢

支
援

員
を
町
内
全
小
中
学
校
へ
配
置
し
た

の
は
、
上
十
三
地
域
で
は
他
に
あ
り

ま
せ
ん
。
先
生
方
と
協
力
し
、
相
談

し
合
い
な
が
ら

『

教
育
の
町』

を
め

ざ
し
て
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う｣

と
あ

い
さ
つ
し
ま
し
た
。

支
援
員
は
、
今
後
、
各
校
に
週
五

東
北
町
学
校
教
育
支
援
員
委
嘱
状

交
付
式
が
四
月
三
日
、
町
教
育
関
係

者
ら
約
二
十
人
が
出
席
し
て
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
支
援
員
は
、
い
じ
め
や
不
登

校
な
ど
と
い
っ
た
悩
み
や
不
安
を
解

消
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
教
職

経
験
者
や
青
少
年
指
導
者
な
ど
十
人

を
町
内
の
全
小
中
学
校
に
配
置
す
る

も
の
で
す
。

日
程
度
勤
務
し
、
教
職
員
ら
と

連
携
を
と
り
な
が
ら
、
子
ど
も

た
ち
の
学
力
の
向
上
や
不
登
校

児
童
・
生
徒
、
そ
の
保
護
者
へ

の
支
援
、
い
じ
め
の
未
然
防
止

や
早
期
発
見
な
ど
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
し
て

い
ま
す
。

な
お
、
各
学
校
の
支
援
員
は

次
の
と
お
り
で
す
。(

敬
称
略)

○
中
川

勝
一

(

第
一
小)

○
蛯
名

敏
彦

(

上
北
小)

○
石
谷
智
慈
子

(

小
川
原
小)

○
藤
田

友
志

(

甲
地
小)

○
酒
井
真
紀
子

(

蛯
沢
小)

○
成
田

吹
子

(

千
曳
小)

○
荒
川
亜
希
子

(

水
喰
小)

○
小
森
美
由
紀

(

上
北
中)

○
福
村

憲
一

(

東
北
東
中)

○
半
崎

秀
信

(

東
北
中)
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消
さ
な
い
で
あ
な
た
の
心
の
注

意
の
火｣

を
統
一
標
語
に
実
施
さ
れ

た
春
の
火
災
予
防
週
間
初
日
の
四
月

九
日
、
東
北
地
区
と
上
北
地
区
で
そ

れ
ぞ
れ
防
火
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
、

両
地
区
の
消
防
団
員
ら
が
参
加
し
て
、

町
民
に
火
災
予
防
を
呼
び
か
け
ま
し

た
。東

北
地
区
で
の
パ
レ
ー
ド
に
は
、

消
防
団
員
や
婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
、
航

空
自
衛
隊
東
北
町
分
屯
基
地
か
ら
約

四
十
名
と
消
防
車
両
十
台
、
上
北
地

区
に
は
、
消
防
団
員
約
四
十
名
と
消

防
車
両
十
一
台
が
参
加
し
ま
し
た
。

出
発
式
で
は
竹
内
町
長
が

｢

関
係

機
関
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
火

災
発
生
ゼ
ロ
を
め
ざ
し
て
、
団
員
力

を
合
わ
せ
て
住
民
の
生
命
と
財
産
を

守
る
と
い
う
使
命
達
成
に
向
け
、
地

域
に
お
け
る
火
災
予
防
活
動
に
ご
尽

力
く
だ
さ
い｣

と
訓
示
を
述
べ
ま
し

た
。パ

レ
ー
ド
で
は
、
消
防
団
員
た
ち

が
、
消
防
車
両
に
分
乗
し
て
、
各
町

内
を
警
鐘
と
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
な

が
ら
巡
回
し
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
火

の
取
扱
い
に
注
意
す
る
よ
う
呼
び
か

け
て
い
ま
し
た
。
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交
通
指
導
隊
と
防
犯
指
導
隊
の
合

同
査
閲
式
が
三
月
二
十
九
日
、
両
隊

の
隊
員
五
十
名
が
参
加
し
て
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
ま
し
た
。

式
で
は
竹
内
町
長
と
八
木
橋
直
美

七
戸
警
察
署
長
が
隊
員
一
人
一
人
の

服
装
、
手
帳
な
ど
の
査
閲
を
行
っ
た

あ
と
、
竹
内
町
長
が

｢

死
亡
事
故
ゼ

ロ
を
継
続
し
、
地
域
住
民
の
安
心
・

安
全
な
町
づ
く
り
の
た
め
、
ご
尽
力

く
だ
さ
い｣

と
あ
い
さ
つ
し
、
八
木

橋
署
長
が
七
戸
警
察
署
管
内
の
交
通

事
故
と
犯
罪
等
の
状
況
を
説
明
し
な

が
ら
隊
員
を
激
励
し
て
い
ま
し
た
。

自
分
た
ち
の
住
む
町
の
よ
り
良
い

生
活
環
境
づ
く
り
を
目
的
と
し
た

｢

清
掃
デ
ー｣

が
四
月
十
五
日
、
上

北
地
区
駅
前
周
辺
九
つ
の
地
区
会
で

行
わ
れ
ま
し
た
。

ス
コ
ッ
プ
や
ゴ
ミ
袋
を
手
に
朝
早

く
か
ら
集
ま
っ
た
各
地
区
の
皆
さ
ん

は
、
小
雨
の
降
る
な
か
、
側
溝
の
泥

上
げ
や
ゴ
ミ
箱
周
辺
の
清
掃
を
行
っ

た
ほ
か
、
上
北
消
防
団
第
五
分
団
の

団
員
の
皆
さ
ん
ら
が
、
ポ
ン
プ
車
を

使
っ
て
詰
ま
っ
た
側
溝
の
清
掃
を
行

う
な
ど
、
み
ん
な
で
協
力
し
な
が
ら

作
業
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
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お
か
げ
さ
ま
で
、
今
年
も
無
事
小

川
原
湖
公
園
で
延
べ
約
７
万
羽
の
白

鳥
が
越
冬
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

◆
提
供
者

▽
山
崎
パ
ン
㈱
十
和
田
工
場

(

十
和

田
市)
▽
蛯
名
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー

(

上
野)
▽
谷
伊
商
事
㈱

(

小
川
原

南)

▽
蛯
名
達
志

(

旭
町)

▽
蛯
重

商
店

(

本
町)

中
部
上
北
清
掃
㈱

(

藤
嶋
洋
安
代

表
取
締
役)

は
三
月
十
六
日
、
東
北

町
奨
学
基
金
に
同
社
の
創
立
十
五
周

年
を
記
念
し
て
、
町
の
青
少
年
健
全

育
成
活
動
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
と

五
十
万
円
を
寄
付
し
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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五月病という言葉は広く知られていますが､ こ
れは医学用語ではありません｡ 元々は大学入学後
の学生が､ 新しい生活に夢中になっている間はい
いのですが､ それが一段落する５月頃に憂鬱な気
分になり何に対しても無気力な状態になることか
らついた名前だそうです｡ 医学的には 『適応障害』
と言います｡
季節的には環境の変化が多い春に多いといわれ
ていますが､ 五月にこの病気になるという意味で
はありません｡ また､ 学生に限らず全ての人に現
れる可能性があります｡

������	


理想と現実のギャップからくる失望感や､ 大き
な目標を達成した開放感､ 新しい環境・人間関係
になじめない場合などに現れやすいようです｡ で
すから､ 新しい環境の変化がやってくる時期が症
状の出る時期と言えるのです｡
さらに､ なり易い性格として生真面目で几帳面､
完璧主義､ 周りに気を使いすぎるタイプの人など
に多いようです｡

�����
�������

����������

疲れたなと感じたら､ まず無理に頑張ろうとせ
ずに休むことが大切です｡ そして､
○自分にあったストレス解消法 (スポーツ､ 音楽､
読書etc) を見つけましょう｡ ただし､ 暴飲暴
食や過度のアルコール摂取は逆効果です｡
○何も考えずに体を動かすことに没頭して心地よ
い汗をかきましょう｡ 一箇所を集中的に掃除､
整理するなど､ 家もきれいになって一石二鳥で
す｡
○１人で悩まず､ 愚痴をこぼすのも大事です｡ 誰
かに話すと気分が晴れたり､ 心の整理ができた
りします｡
放っておくと､ うつ病へと悪化する可能性もあ
るので､ 長引く場合や症状が重い場合は早めに専
門医 (心療内科､ 精神科､ 内科など) に相談され
たほうが安心です｡
また､ 周りに五月病にかかった人がいたら､ 無
理に励ますのは厳禁です｡ その人のペースで心の
整理ができるまで､ そっと見守ってあげましょう｡

CDE� � FGE� �

疲れやすい やる気が出ない

朝起きられない イライラする

食欲がわかない 何となく落ち込んでいる

めまい 何をするのも面倒で億劫

頭痛/腹痛/便秘 興味・関心がわかない

不眠 思考力・判断力が持てない

動悸 不安や焦りを感じる
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(注) １ 職員手当には退職手当を含まない｡
２ 職員数は､ 17年４月１日現在の人数である｡
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(注) １ ｢平均給料月額｣ とは､ 18年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である｡
２ ｢平均給与月額｣ とは､ 給料月額と毎月支払われる扶養手当､ 地域手当､ 住居手当､ 時間外勤務
手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり､ 地方公務員給与実態調査において明らかに
されているものである｡
また､ ｢平均給与月額 (国ベース)｣ は､ 国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当､ 特殊勤
務手当等の手当が含まれていないことから､ 比較のため国家公務員と同じベースで再計算したもの
である｡
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(注) １ 東北町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である｡
２ 標準的な職務内容とは､ それぞれの級に該当する代表的な職務である｡

(注) 平成18年に８級制から６級制に変更している｡ (旧給料表の１級及び２級並び
に４級及び５級をそれぞれ統合)
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(注) ( )内は､ 再任用職員に係る支給割合である｡
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(注) 退職手当の１人当たり平均支給額は､ 平成17年度に退職した職員に支給された平均額である｡
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(注) １ 給料及び報酬の ( ) 内は､ 減額措置を行う前の金額である｡
２ 退職手当の ｢１期の手当額｣ は､ ４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき､ １期 (４年＝48
月) 勤めた場合における退職手当の見込額である｡
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(注) １ 職員数は一般職に属する職員数である｡
２ [ ]内は､ 条例定数の合計である｡
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(各年４月１日現在)



��

�� �������	
��
���������

��


�


�


�


�


�

�

�

�

�

�

���
�
�

���

��

���

��

���

�


���

��

���

��

���

��

���

��

���

�


���

��

���

��

���
�

���

�� 	���

! "

��# ��# ��# ��# ��# ��# ��# ��# ��# ��# ��# ��#

� � � � � � � � � � �

$

%& ��# ��# �
# ��# ��# ��# ��# �
# ��# ��# '(

��)

* * * * * * * * * * * * *

� � 
� 
� �� 
� 
� �� �� �� �� 
 ���

+� ,�-.	)/012345
�

67�
������87��������9:;<,�-.	)/01

7�
������ 7��������
=>) =>?

��) ��)

���* 
��* ��* 
�@��A

�BC�DEFGHIJ9:;<,�-.	)/01�)K?�

$ L M N
) / 0 1

O M P M

7�
������ 7����+��
� ��Q	=>

A



��


��
��������������	������

(注) １ 計画期間は､ 17年～22年の５年間である｡
２ ( ％) 内の数値は､ 数値目標に対する進捗率を示す｡
３ 増減は､ 各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を､ 計の欄にあっては計画１年目以降現年
までの職員増減数の累計を示す｡
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(注) １ 職員手当には退職給与金を含まない｡
２ 職員数は､ 18年３月31日現在の人数である｡
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(注) 平均月収額には､ 期末・勤勉手当等を含む｡
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(注) ( )内は､ 再任用職員に係る支給割合である｡
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(注) 退職手当の１人当たり平均支給額は､ 17年度に退職した職員に支給された平均額である｡
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(注) 時間外勤務手当には､ 休日勤務手当を含む｡
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●税源移譲に伴う改正では､ 税負担 (所得税＋住民税) は基本的には変わりませんが､ 定率減税の
廃止等も実施するため､ その分だけ税負担が増えます｡
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申告相談の際､ 書類等の仕分け・集計をしてこない場合は､ 申告会場にてご自分で仕分け・
集計をしていただく場合がありますので注意してください｡
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平成18年の年平均の全国消
費者物価指数が､ 対前年プラ
ス0.3％となりましたが､ 過
去３年間において物価は下落
したものの､ 年金額は引き下
げずに据え置いた経緯があり
ますので､ 平成19年度の年金
額は､ 平成18年度と同額とな
りました｡
�������

(満額・40年間納めた場合)
792,100円

��	����

(１級) 990,100円
(２級) 792,100円

�
�����

(子のある妻) 1,020,000円
(子のみ・１人) 792,100円

�����������

国民年金では､ 所得が少な
いなどの理由で保険料を納め
るのが経済的に難しい方に対
して､ 保険料が免除または猶
予される制度があります｡
�
���

全額免除と一部免除 (４分
の３､ 半額､ ４分の１免除)
があります｡ 本人・世帯主・
配偶者の前年所得が一定額以
下の場合に､ 申請により保険
料の納付が全額または一部免
除されます｡
ただし､ 一部免除は､ 残り
の保険料を納めないと､ 免除
が無効となり､ 未納扱いとな
りますのでご注意ください｡

����������

学生を除く30歳未満の方で､
本人・配偶者の前年所得が一
定額以下の場合に申請により
保険料の納付が猶予されます｡
���������

学生の方で本人の所得が一
定額以下の場合に申請により
保険料の納付が猶予されます｡
①～③の期間は､ 老齢・障
害・遺族基礎年金の資格期間
に入ります｡ そして､ 老齢基
礎年金の年金額には､ 全額免
除で全額納付の３分の１､ ４
分の３免除で２分の１､ 半額
免除で３分の２､ ４分の１免
除で６分の５が反映されます
が､ 若年者納付猶予制度と学
生納付特例制度は反映されま
せん｡ また､ 10年以内であれ
ば後から保険料を納めること
(追納) が可能で将来受け取
る年金額を満額に近づけられ
ます (３年目以降は当時の保
険料に加算金がつきます)｡
手続きには､ 年金手帳､ 印
鑑､ さらに､ 失業の方は雇用
保険受給者証または離職票の
写し､ 学生納付特例の申請の
方は在学証明書または学生証
の写しが必要です｡
保険料の免除を受けるには､
毎年の申請が必要ですが免除
申請書に継続申請の希望を表
示することにより､ 翌年度以
降の全額免除・納付猶予申請
を省略できます (失業等によ
る申請を除く)｡

��� !"

役場町民課国民年金係
℡ 0176－56－3111 (代表)
℡ 0175－63－2111
▽本庁舎 (内線153)
▽分庁舎 (内線548)

����
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県労政・能力開発課では､
定年退職予定者や､ 就労先の
倒産・閉鎖等で離職を余儀な
くされた中高年齢の方々を支
援するため ｢青森県キャリア
情報センター｣ を開設してい
ます｡
センターでは､ キャリア相
談員が来訪者の適性や職業経
験等に応じた個別相談を行う
ほか､ 再就職に関する情報を
提供します｡
また､ 希望者は人材バンク
への登録をすることができま
す｡
なおＰＲ用のチラシは､ 県
内の各ハローワークに配置し
ています｡
�����

���	
�

青森市新町二丁目８－26
県火災共済会館４階 (相談
室は常設､ キャリア相談は
毎週月曜日と奇数週の水曜
日開設)
��
	
�

八戸市類家二丁目７－40
八戸地域職業訓練センター
(毎週金曜日開設)
�� � �－無料ですが､ 事
前に予約が必要です｡
�����－
青森県労使・能力開発課
TEL 017－734－9398
URL http://www.aomori

-job.net

������������������������������������������������������������������������
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正午に防災無線で流れている 『東北町町民の歌』 が歌入りにな
りました｡
みんなで町民の歌を歌いましょう｡
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｢自動車税のグリーン化｣ とは､ 排出ガス及び燃費性能の優れ
た環境負荷の小さい自動車については税率を軽減 (軽課) し､ 新
車登録から一定の年数を経過した自動車税については税率を重く
(重課) する制度で､ 平成19年度の自動車税については下記のと
おり実施されます｡
���������

平成18年４月１日から平成19年３月31日の間に新車新規登録さ
れた車について､ 平成19年度分の自動車税が次表のとおり軽減さ
れます｡

※燃費基準について､ 上表の基準はガソリン車・ＬＰＧ車の場合
です｡
ディーゼル車の場合は､ ｢平成17年度燃費基準＋10％達成車｣

及び ｢平成17年度燃費基準＋５％達成車｣ の表記となります｡ 電
気自動車､ メタノール自動車､ 天然ガス自動車 (低公害車) は､
50％軽減となります｡
平成18年度まで軽減の対象となっていた自動車は､ 平成19年度
から標準税率になります｡
��������� �!"#$%�

次表に該当する自動車は､ 平成19年度から税率が概ね10％重く
(重課) となります｡

詳しくは､ 十和田県税事務所にお問い合わせいただくか､ 県税
ホームページをご覧ください｡
&����－十和田県税事務所 納税課
TEL 0176－22－8111 内線213・214
県税ホームページ http://www.pref.aomori.lg.jp/zeimu/

����� !"�#$��%

平成17年排出ガス基準
(青色ステッカー)

燃料基準
(緑色ステッカー)

税 額

☆☆☆☆
(75％低減)

平成22年度基準
＋20％達成車

概ね50％軽課

平成22年度基準
＋10％達成

概ね25％軽課

燃料の種類 新車新規登録の時期

ガソリン車・ＬＰＧ車 平成５年３月31日以前

ディーゼル車 平成７年３月31日以前
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浄化槽法の改正により､ 単
独処理浄化槽の設置ができな
くなり､ 合併処理浄化槽の設
置が義務付けられています｡
町では､ 合併処理浄化槽の
設置費用に補助金を交付して
います｡ 平成19年度中に新築
等を予定されている方で､ 補
助金の交付を希望される方は
下水道課までお申し込みくだ
さい｡

��������	
��


���

������…住宅 (店舗等
の床面積が､ 総床面積の１
／２未満の併用住宅を含む)
������…公共下水道事
業認可区域及び農業集落排
水施設事業実施以外の地域
�	
��…補助金の額は､
合併処理浄化槽の設置に要
する費用とし､ 次の表に定
める額を上限とします｡

�����－12月25日
���� �!"

東北町役場下水道課
TEL 0176－56－3111 (代表)
又は0175－63－2111
▽下水道課 (支所)

内線613
▽分室 (本庁舎) 内線121

������
����� !"

暖冬により､ カラスの営巣
活動が例年より早まっており
ます｡
カラスが電柱上に巣を作る
と､ 停電事故となる危険性が
あり､ 一旦停電すると復旧ま
でに多大な時間を要するなど､
皆さんの日常生活にも大きな
影響を与えます｡
昨年は皆さんからいただい
た情報をもとに､ 十和田営業
所管内で28か所の巣を除去し
ており､ 停電事故の未然防止
に多大な効果がありました｡
今年も発見された場合には
下記までご連絡くださるよう
お願いします｡
� �!"

▽東北電力十和田営業所
TEL 0176－25－5009

#$%&'�
()*+

５月３日は憲法記念日です｡
野辺地簡易裁判所ではこれ
を記念して､ 法廷等の施設を
一般公開し､ 裁判所職員が手
続きの説明をします｡
この機会に裁判所の施設を
ご覧になり､ 成年後見手続き
の話を聞きに来てみてはいか
がでしょうか｡
��#－５月18日 (金)
午後１時15分～午後４時
�$%－野辺地簡易裁判所
(野辺地町字野辺地419)

�&'

○法廷・調停室等の一般公開
(随時)

○成年後見手続説明会
(午後２時～３時30分)

� �!"

▽野辺地簡易裁判所
TEL 0175－64－3279

人槽区分 補助金額

�人槽 ���,���円

�人槽 ���,���円

��人槽 ���,���円

( ��－５月25日 (金) (受付…8:00～､ 開会式…8:45)

( )$－東北町南総合運動公園内ふれあいドーム上北

( *+,-－東北町に在住する60歳以上の方

( *+.－無料

( ��/01－申込み用紙 (申込み先にあります) に記入

のうえ､ 下記までお申込みください

( ��/�2－５月16日 (水) 厳守

( 34)56789)

・日時－５月18日 (金) 午前10時

・場所－東北町南総合運動公園内ふれあいドーム上北

( ��/� :�;!"

▽東北町北総合運動公園スポーツ振興課

(トレーニングセンター内)

TEL 0175－63－3500 FAX 0175－63－4477

▽東北町南総合運動公園内ふれあいドーム上北

TEL 0176－56－5553 FAX 0176－56－5873

��������	
��
����
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○苦情を直接言い出しにくい
○どこへ申し出たらいいかわ
からない
○苦情を申し出たが､ その措
置に納得できない
など､ 皆さんが毎日の暮ら
しの中で､ 行政が行う仕事に
ついての苦情や意見・要望な
どがあったとき､ 行政相談員
は最も身近な相談相手になり､
解決のための助言を行うなど
の役割を担っています｡

相談は無料で､ 相談内容に
ついては秘密を厳守しますの
で下記の総合相談をご利用く
ださい｡
なお､ 当町の行政相談員は､
○佐々木千代壽氏
○天間啓作氏
の２人となっております｡


 � � � � � �
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東北町心配ごと相談所が毎
月開設され､ 心配ごと相談員
が皆さまの心配ごとや悩みご
とにお応えします｡
個人のプライバシーは固く
守られますので､ どうぞお気
軽にご利用ください｡
なお､ 今月の開設日等は次
のとおりです｡
���－５月16日 (水)

午前９時30分
～午前11時30分

���－東北町保健福祉セン
ター (相談室)

���	


東北町社会福祉協議会
TEL 0175－63－2717

����

� ���������

�	
���
��

�����
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６月１日現在で､ 全国一斉に ｢平成19年度商業統計調査｣ が行われます｡
この調査は､ 全国の卸売業・小売業をくまなく把握して､ 事業所の分布状況や販売活動の実
態などを､ 全国・地域ごとに明らかにすることを目的として実施され ｢商業の国勢調査｣ とも
いわれています｡

��������

卸売業・小売業を営むすべての事業所
(店舗) が対象となります｡

����
��

調査項目は､ 事業所の名称及び電話番
号・所在地・資本金額・従業員数・商品
販売金額・販売方法別割合・商品手持額
などです｡

調査結果は､ 中小商業施策を中心とする通産関連施策の立案・実施の基礎資料や､ 所得推計・
構造分析・市場予測などの基礎資料として幅広く利用されています｡

経済産業省・青森県・東北町

����������������������������������������������������������������������������������������
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財団
�
��
－７月30日(月)～
８月３日(金)４泊５日
�����－小学５年生から
中学３年生の男女
※現地研修活動並びに団体活
動に支障がない方
�����－２人
����－沖縄県北部地区
���－海洋性レクリエーショ
ン活動・自然体験活動
����－69,000円
(内､ 町から33,500円補助し
ます)
�������－仙台空港ま
での旅費 (往復分) 並びに
個人的な諸経費は全額自己
負担となります｡
��� !－５月18日(金)
"���#$%&

▽スポーツ振興課
TEL 0175-63-3500
�'()－参加には保護者の
同意が必要ですので､ 保護
者が参加申込みすること｡

����������
����� !" #�
$ % & '

"*+(,-.

��/－５月19日(土)
～20日(日)１泊２日

�01－小川原湖青年の家
�����－少年
����2－2,500円
�����－50名
���－凧作り､ キンボール､
プラネタリウム
�345－洗面用具､ 着替え､
タオル､ 帽子､ 内ズック､
※運動できる服装､ 着替え
は多めに準備
���678－５月14日まで
に電話・FAX・Mailでお申
込みください｡
�'()－キャンセルは５月
16日までとし､ それ以降は
実費をいただきます｡
"9:;<=>?@A

���－カメラの基本操作､
構図､ 撮影時のマナー等
�B0－田代平
�/C－６月９日 (土)

※雨天決行
�@D－久末正明

(自然観察ガイド)
�����－20名
��2－500円 (保険代)
�345－カメラ､ デジタル
カメラ､ 三脚､ 雨具､ 昼食､
筆記用具､ 長靴等

���678－６月１日まで
に電話・ＦＡＸ・Ｍａｉｌ
でお申込みください｡
�'()

・天候による変更あり
・キャンセルは６月７日まで
・傷害保険等は自己加入
・貸出用デジタルカメラ・三
脚あります｡ (数に限り有)
"��6�#$%&

▽小川原湖青年の家
▽上北視聴覚ライブラリー
担当：生出 (おいで)
TEL 0176－56－2393
FAX 0176－56－5042
o-seinen@smile.ocn.ne.jp

�()*+,)�-.�
/01�234�
��

文部科学省所管の(財)国際
青少年研修協会では､ 13事業
の参加者を募集しています｡
体験を通して､ お互いの理解
や交流を深め､ 国際性を養う
ことを目的に実施します｡
���－ホームステイ・ボラ
ンティア・文化交流・学校
体験・英語研修・地域見学・
野外活動など
�EF&－米国・英国・豪州・
カナダ・シンガポール・サ
イパン・カンボジア・フィ
ジー・韓国・中国
���－小３～高３の方
����－16.5万円～49.8万
円 (共通経費は別途)
��� !－６月上旬及び中
旬 (事業により異なる)
"#$%�GHIJ&

〒160-0004 東京都新宿区
四谷２－11大村ビル３階
TEL 03－3359－8421
FAX 03－3354－2207
URL http://www.kskk.

or.jp

KLMN�O2PQ(RST%
人事院では､ 国家公務員採用Ⅲ種試験 (高校卒業程度) を
実施いたします｡
�U V � 
－６月26日 (火) ～７月３日 (火)
�WXYPQ－９月９日 (日)
なお､ 詳細については､ 下記にお問い合わせください｡
※郵送の場合､ 最終日までの通信日付印有効
"# $ % &－人事院東北事務局第二課試験係

TEL 022－221－2022
人事院ＨＰ http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm



��

☆下記の場所に移転し業務を行います｡
◆新所在地 〒030－8558
青森市新町２丁目４－25
青森合同庁舎７階
◆職業安定部
▽職業安定課
TEL 017－721－2000
FAX 017－773－5372
▽職業対策課
TEL 017－721－2003
FAX 017－773－5372

��������	
��
�����

������������������������������������������������������������

この耐震診断は､ ご自宅の耐震性能の理解や耐震知識の習得を進めていただき､ 耐震性の向
上を図るための耐震改修に向けて､ より専門的な診断を行う際の参考にしていただけます｡
お住まいになっている住宅について､ 住んでいる方がご自身で住宅の耐震診断を行い､ 住宅
のどのようなところに地震に対する強さ､ 弱さのポイントがあるかチェックしてみませんか｡
パンフレットは､ 東北町役場建設課 (分庁舎２階) と基地対策室 (本庁舎２階) にて無料配
布していますので､ ご活用ください｡
�����－役場建設課
TEL 0176－56－3111 (代表) またはTEL 0175－63－2111 (内線647)

������������������		
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�����：青森県内の地域在住小中学生
����：お一人様／500円
※お申込みの必要はありませんので､ 皆さん
どしどし参加してください｡

��	
��

▽青森原燃テクノロジーセンター
TEL 0175－63－4680
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